
 

〈資格情報のお知らせ〉 

 

Ａ１ 

「資格情報のお知らせ」は現行の保険証（組合員証）からマイナ保険証（※）

への移行により資格情報の確認が困難になることから、ご自身で共済組合の資格

情報を簡易に確認できるよう、組合員及び被扶養者全員に交付するものです。 

印字内容は全員共通です。 

なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。 

※健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード 

 

 

 

Ａ２－１ 

「資格情報のお知らせ」に記載された資格情報をご自身の組合員証等と比較し

て、内容を確認してください。 

  あわせて、マイナンバーの下４桁をご自身のマイナンバーカードや通知カー

ド等と比較して同一であることを確認してください。 

  なお、「資格情報のお知らせ」の印字内容（氏名漢字等）が異なっている場

合やマイナンバーカードの盗難等を理由にマイナンバーが変更されている場合

には、勤務先の共済事務担当者を通じて変更の手続きを行ってください。 

※令和３年１月以前に交付した組合員証等には枝番（２桁の数字）の印字があ

りません。枝番の印字がない証の場合は、枝番以外の情報を比較してくださ

い。枝番の印字がない組合員証等であっても、医療機関等の受診には問題あり

ません。 

 

  

Ｑ１「資格情報のお知らせ」とは何か。何のために配付するのか。 

マイナンバーカード保有の有無や健康保険証利用登録の有無により、お知ら

せの内容は変わるのか。 

Ｑ２－１「資格情報のお知らせ」が届いたら何をしたらよいか。 



 

 

Ａ２－２ 

「資格情報のお知らせ」は、医療機関等がマイナ保険証に対応していない等の

理由でマイナ保険証では資格確認ができない場合に、マイナ保険証とあわせて提

示することで、組合員証等を提示した時と同様に医療機関を受診することができ

ます。（マイナポータルで自身の資格情報を医療機関に提示できる場合は、必ず

しも提示の必要はありません。） 

お知らせの内容を確認後、大切に保管してください。 

 

 

 

Ａ３ 

今回の個人番号下４桁等の個人情報の本人への送付の事務は、各医療保険者等

が保有するデータの正確性を確保するために行うものであり、医療保険の保険給

付の支給等の事務の処理に関する加入者情報の管理等といった利用目的の範囲に

おいて、個人番号・個人情報を利用するものです。 

個人番号の下４桁は、それのみをもって行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成25年第27号。以下「番号法」とい

う。）第２条第５項及び第８項に規定する個人番号そのものに該当するものでは

ありません。しかし、個人番号の一部を切り出したものであることから、必要か

つ適切な安全管理措置を講ずる必要があるため、確実に本人へ配付できるよう勤

務先を通じての配付を行っています。（任意継続組合員は「特定記録郵便」で自

宅へ郵送） 

なお、「資格情報のお知らせ」は業者を通じて作成していますが、業者に対し

てもあらかじめ個人番号下４桁のみ提供する、再委託を禁止する等の安全管理措

置を設け、個人情報の保護に努めています。 

  

Ｑ２－２「資格情報のお知らせ」を組合員証等やマイナンバーカード等と比較

して内容が同一であることを確認したが、「資格情報のお知らせ」の保管は必

要か？ 

Ｑ３「資格情報のお知らせ」に個人番号下４桁が印字されているのはなぜか。 



 

 

Ａ４  

共済組合は、番号法第１４条及び地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第

１５２号）第１８条の規定に基づき、平成２９年１月１日時点で在職中の組合員

及び被扶養者について、共済事務担当者を通じて、個人番号の提供を受けていま

す。 

平成２９年１月１日後に資格を取得された方についても、当組合に届出のあっ

た情報（氏名・生年月日・性別・住所等）をもとに、住民基本台帳ネットワーク

システムから、一致する対象者の個人番号を取得しています。 

なお、住民基本台帳ネットワークシステムから取得した個人番号や個人番号に

紐づいた情報（氏名・生年月日・性別・住所等）に疑義が生じた場合は、個人番

号を再確認する等を行い、個人番号の正確性を担保しています。 

また、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令及び地方公務員

等共済組合法施行規程の一部を改正する命令が令和５年９月２９日に公布されて

からは、組合員や被扶養者が資格取得する際に届出が義務化されています。 

 

 

 

Ａ５ 

Ａ２－２のとおり、「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証が何らかの理由

で使用できない場合に提示するものです。 

ただし、マイナポータルにログインし、自身の資格情報画面を医療機関へ提示

できる場合、「資格情報のお知らせ」は提示不要とされています。 

よって、マイナ保険証を保有し、マイナポータルでの確認が可能で、資格情報

をご自身の組合員証等により確認が済んでいる場合、再交付の申請は必要ありま

せん。 

なお、マイナポータルにログインできない等不測の事態に備えたい場合は、再

交付の申請をしていただいても差し支えありません。 

 

 

 

 

Ｑ４ 共済組合に個人番号を届け出た覚えがないが、個人番号（下４桁）を把

握しているのはなぜか。 

Ｑ５「資格情報のお知らせ」を失くしたり、破損した場合、再交付手続きは必

要か。 



 

 

〈その他、組合員証等の廃止について〉 

 

Ａ６ 

他の健康保険と同様、令和６年１２月２日以降は紛失等による再交付も含め組

合員証等は交付しません。（１１月３０日、１２月１日は土日にあたるため、１

１月２９日までの発行で終了） 

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っていても

健康保険証利用登録を行っていない方、要配慮者（マイナ保険証の利用が困難な

要介護の高齢者や障害をお持ちの方等）に対しては、組合員証等に代わるものと

して「資格確認書」を交付します。 

ただし、現在持っている組合員証等は、経過措置により１年間は有効ですの

で、「資格確認書」は経過措置終了までに交付する予定です。 

なお、交付対象者はマイナ保険証を持っていない方等に限ります。健康保険証

利用登録の有無については当組合で確認が可能なため、個人からの届け出は不要

です。 

Ｑ６ 組合員証等の廃止後の流れはどうなるのか。 


